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令和７年９月３日 
 
業務名：平群町農業振興ビジョン策定事前調査業務 
 
質問
NO 

該当箇所 質問事項 回答 

1 
実施要領 
3、別紙 1
評価基準 

 
実施要領の 3.参加資格の実績に
おいて、（6）、（7）、（8）それぞれ
の資格要件が設けられています。 
併せて審査における評価基準（第
１次審査、第２次審査とも）の「業
務実績」において、それぞれ点数
配点がされています。 
評価基準に示されている対象は、
前記（8）の業務実績のみですが、
（6）、（7）の業務実績についても、
点数評価として加点の対象とは
ならないのでしょうか。実績調書
（第５号様式）に記載すること
で、（8）の業務実績同様の加点ポ
イント（最大５件（５点））として
ご評価されると考えてよろしい
のでしょうか。 
 

 
別紙１の評価基準に示している
業務実績の対象については、実施
要領 3（8）に示している業務実績
のみを加点対象とします。 
 
 
 
 

2 
実施要領 
3、7 

 
1 の質問に関連しますが、観光振
興計画や観光振興ビジョン策定
実績については、類似実績として
評価の対象にはならないでしょ
うか。 

 
実施要領 3.(8)に示している同
種・類似業務について、観光振興
計画や観光振興ビジョン策定に 
ついても実績評価の対象としま
す。 
 
 
 

 


